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公共工事をとりまく情勢 

 公共工事の入札及び契約の適正化に関する法律 

近年、公共工事の発注に関する公平性・透明性に関する社会からの要請が強く平成12年11月

27日に「公共工事の入札及び契約の適正化に関する法律」が施行されました。平成18年5月23

日には、同指針の改正が閣議決定され、公正な競争の促進のため総合評価の拡充などを求めていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 公共工事の品質確保の促進に関する法律 

公共工事の品質確保の促進に関する法律は、平成１７

年４月1日に施行され、基本理念（第３条）、発注者の責

務（第６条）を明らかにしています。また、第８条に定め

る基本方針は、平成１７年8月26日に閣議決定されてい

ます。 

公共投資が減少している中で､価格競争が激化し､著し

い低価格による入札やくじ引きによる落札者の決定が急

増しています｡ 

これにより､技術的能力が高くない建設業者が施工し､

不良工事の発生、下請や労働者へのしわ寄せによる公共

工事の品質低下が懸念されています。こうした状況に対

応するため品確法は作られました。 

このため､発注者が建設業者の技術的能力を適切に審

査し､価格と品質で総合的に優れた調達を実現することが

必要です｡この基本的な理念を具体化するものが､総合評

価方式です｡ 
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①透明性の確保 

②公平な競争の推進 

③不正行為の排除の 

徹底 

④適正な施工の確保 

① 毎 年 度 の 発 注

見通しの公表 

② 入札・契約に係

る情報の公表 

③ 不 正 行 為 に 対

する措置 

④ 施 工 体 制 の 適

正化 

公共工事に対する

国民の信頼の確保

と建設業の健全な

発達を図る。 

（第３条抜粋） 

」

建設投資と低入札の推移
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出典：国土交通省「建設投資見通し」及び国土交通省

直轄工事における低入札価格調査対象件数
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多発する談合事件を受け、全国知事会では、地方自治に対する国民の信頼回復のため、

談合等防止への入札改革の取り組みが始まっ

公共

調達に関するプロジェクトチームを発足し、「都道府県の公共調達改革に関する指針」（平成

18 年 12 月 18 日）を発表し、 ています。 



｢公共工事の品質確保の促進に関する法律｣と「総合評価方式」 

品確法の 3つのポイント 

品確法は､公共工事の品質を確保し､促進していくことを大きなねらいとしています｡ 

  【品確法のポイント】 

①公共工事の品質確保に関して､その基本理念と発注者の責務の明確化｡ 

・公共工事の品質は､価格と品質が総合的に優れた内容の契約がなされることによって確保さ

れます｡ 

・発注者の責務として発注関係の事務を適切に実施し､必要な職員の配置に努めます｡ 

②価格のみの競争から､価格と品質で総合的に優れた調達への転換｡ 

・競争参加者の技術的能力を審査します｡ 

・民間へ技術提案を求めるように努め､これを適切に審査･評価します｡ 

・技術提案の改善を求め､又は改善を提案する機会を与えることができます｡ 

・技術提案の審査後に予定価格を作成できます｡ 

③発注者をサポートする仕組みの明確化｡ 

・自ら発注関係事務を適切に実施することが困難である時は､外部の発注関係事務を行うこと

ができる者の能力の活用に努めます｡ 

・この場合発注者は､発注関係事務を適正に行う知識や経験を備えた者を選定します｡ 

・国及び都道府県は､発注者を支援するため､協力その他必要な措置を講ずるよう努めます｡ 

 

 品確法に基づき発注者の行うこと 

  地方公共団体は､以下の責務を有するとされています｡(品確法第 5 条) 

①品確法の基本理念にのっとること｡ 

②国との連携を図ること｡ 

③地域の実情を踏まえ､公共工事の品質の確保の促進に関する施策を策定､実施すること｡ 

【具体的内容】 

・発注関係事務の適切な実施 

・施工状況の評価に関する資料等の保存と有効活用 

・発注関係事務を実施するための体制整備 

 

 品確法のねらい 

各発注者は品確法に則して、技術能力を有する者により、施工環境を整備し、価格と品質が

総合的に優れた調達を行うことで下記のような効果が期待されます。 

  【品確法の効果】 

① バリュー・フォー・マネー（一定のコストに対し、最も価値の高いものを調達）の実現 

② ダンピングの防止、不良・不適格業者の排除 

③ 談合が行われにくい環境整備 

 



｢公共工事の品質確保の促進に関する法律｣と「総合評価方式」 

 

総合評価方式とは 

総合評価方式とは､価格だけで評価していた従来の落札方式と異なり､品質を高めるための新し

い技術やノウハウなど､価格に加えて価格以外の要素を含めて総合的に評価する新しい落札方

式のことです｡ 

価格と品質の両方を評価することにより､総合的に優れた調達を行うことが可能になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総合評価方式 

価格 

安全 

環境 

性能 

品質 

省資源 

ライフ 

サイクル 

コスト 

価格 

「価格のみ」の競争から

価格競争から、価格と品質で総合的に優れた調達への転換

「価格と品質」
価 格 競 争 

の両面からの競争へ 

「公共工事の品質確保の促進に

関する法律」平成１７年４月 1 日 

｢入札談合の再発防止対策

について｣平成１７年 7 月 29 日

 

 

総合評価方式のメリット 

総合評価方式の導入により、高い技術的能力と地域の発展に対する強い意欲を持つ建設業者が

成長できる環境が整備されます。 

① 優良な社会資本整備を行うことができます。 

② ダンピングの防止、不良・不適格業者の排除ができます。 

③ 建設業者の技術力向上に対する意欲を高め、建設業者の育成に貢献します。 

④ 談合防止に一定の効果が期待できます。 

⑤ 透明性が確保され、住民（納税者）の理解を促進します。 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
工事目的物の性能・機能の向上 

初期性能の持続性、強度・安全性、 

耐久性、美観、供用性等 

《課題の設定事例》 

・ 塩害に対する耐久性向上のための施工上の提案 

・ アスファルトの耐磨耗性の工夫・留意点 

 総合的なコスト縮減 

維持管理費・更新費を含めた 

ライフサイクルコスト等 

《課題の設定事例》 

・ 調和のとれた照明設備の施工（省エネ対策） 

 
社会的要請への対応 

環境維持、交通確保、省資源・ 

リサイクル、安全対策等 

《課題の設定事例》 

・ 路上工事日数や規制時間の縮減に向けた創意工夫 

・ 騒音・振動対策の沿道住民に対する工事への理解 

 



｢公共工事の品質確保の促進に関する法律｣と「総合評価方式」 

 総合評価方式の種類（市区町村において活用することが期待されるタイプなど） 

市区町村が発注することの多い技術的な工夫の余地が小さい一般的で小規模な工事に活用され

る総合評価方式のタイプとして｢簡易型｣のほか､｢市区町村向け簡易型(特別簡易型)｣があります｡ 

また､高度な技術力を審査・評価する「標準型」や「高度技術提案型」タイプもあります。 

（総合評価方式の体系図参照） 

①簡易型 

技術的な工夫の余地が小さい一般的な工事において､特定のテーマに沿って作成された簡易

な施行計画のほか､同種・類似工事の施工実績や工事成績などの評価項目と入札価格を総合的に

評価する方式です｡ 

②市区町村向け簡易型(特別簡易型) 

技術的な工夫の余地が小さい一般的で小規模な工事において､施工計画の評価を要件とせず､

同種工事の施工実績や工事成績など､定量化された評価項目と入札価格を統合的に評価する方式

です｡ 

市区町村によっては､技術系職員の不足等により公共事業発注のための体制が十分に整備さ

れていないという実態にも配慮し､市区町村向け簡易型総合評価方式では､施工実績や工事成績

など､適切な評価を経て定量化された評価項目を可能な限り設定し､入札参加者の施工能力をよ

り簡易に評価することにより､発注者にとって過重な事務負担を軽減しつつ､価格以外の要素を

適切に盛り込むことを目的としています。 

市区町村向け簡易型総合評価方式のフロー 

・総合評価方式の適用を決定 ※１ 

（１）評価項目及び評価基準の設定 ※2  

（２） 評価方式の決定  
公告等の実施 

競争参加資格確認 

入札の実施 

落札者の選定 ※３ 

契約 

（４）企業の実績や工事成績等を総合評価 

（５）契約手続 

14 日

14 日

９日 

5 日 

（３） 公告手続 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注1） 一般競争入札で実施した場合を示す。 

注2） ※1、※2、※3において、2人以上の学識経験者からの意見聴取が必要。 

注3） 各手続きの所要日数（土日・祝日は除く。）は、概ねの目安を示したものであり、 

発注者の体制や入札案件により異なってくることに留意 

 【参考】総合評価方式導入による事務量 

「市区町村向け簡易型総合評価方式」は、価格競争方式において競争参加資格を確認する際に

業者に求めている企業の施工実績や工事成績等の情報を活用して落札者を選定しますので、基本

的な入札関係事務の流れは価格競争方式の場合と大きな違いはなく、手続きを進める上で過重な

事務量が発生することはありません。 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

特別簡易型標準設定事例 
(ﾀｲﾌﾟ 1)導入に向けての環境整備

がある程度整っている場合 

(ﾀｲﾌﾟ 2)導入に向けての環境整備が

殆ど整っていない場合 

評価の視点 評価項目・内容 評価の視点 評価項目・内容 評価の視点 評価項目・内容 

同種工事の施

工実績 
過去５年間の同種

工事の施工実績 
企業実績 

同種・類似工事の

施工実績 
  企

業
の 

施
工
能
力 工事成績 

過去５年間の工事

成績評定点の平均

点 

    

同種工事の施

工実績 

過去５年間の主任

技術者の施工経験

の有無 

    
配
置
予
定
技

術
者
の
能
力 保有資格 

主任技術者の保有

する資格 
技術者条件

主任（監理）技術

者の保有する資

格 

技術者条件 
主任（監理）技術者

の保有する資格 

営業拠点の所

在地 

工事箇所と同一市

町村内における本

店の所在地の有無 

地理条件 

地域内における

本支店、営業所の

有無 

地理条件 
地域内における本

支店、営業所の有無
地域

貢献 
防災協定等に

基づく活動 

過去５年間の防災

協定等に基づく活

動実績の有無 

地域貢献度

防災協定等に基

づく活動（除雪含

む） 

地域貢献度 
防災協定等に基づ

く活動（除雪含む）

その

他 
手持ち工事量  

 

    

   

(ﾀｲﾌﾟ 3)施工計画のみ 
評価の視点 評価項目・内容 

簡易な施工

計画 

現場の施工体制と

施工上の留意事項

に関して記述 

総合評価 

（標準型） 
総合評価 

（高度技術提案型） 
価格競争 総合評価 

（簡易型） 

高度な技術力を審査・評価 
 

予定価格の作成 

技術提案の改善 

技術的な工夫の余地が大きい 

個 別 の 工 事 に 際 し て の 技 術 審 査 
                    ・建設業者及び配置予定技術者の同種・類似工事の経験 

・簡易な施工計画（市区町村向け簡易型を除く） 

・必要に応じ、配置予定技術者のヒアリング 

施工上の工夫等一般的

な技術提案を求める 特に小規模な工事 一般的な工事 

技術的な工夫の余地が小さい 
高度な技術や優れた工夫を

含む技術提案を求める 

・施工上の提案 

安全対策、環境への 

影響、工期の縮減 等 

・構造物の品質の向上を図る提案

強度、耐久性、景観、 
ライフサイクルコスト 等 

総合評価 

（特別簡易型）

技
術
的
能
力
の
審
査 

技術力を評価 

・施工実績等※ 
・簡易な施工計画
の評価施工実績等

総合評価方式の体系図 

※技術提案や施工計画を作成する能力を反映する指標であるとみなして入札参加業者の技術的能力を評価 

（注）自治体の体制の整備状況に応じ、評価項目を設定。



支援制度 

公共工事の発注者責任協議会 

 １．小規模工事成績評定要領の導入支援 

 成績評定要領が未策定の自治体に向けて、個別市町村への助言・指導を行い、県基準の準用や、

小規模工事成績評定要領の導入への支援を実施します。 

２．技術力の向上 

 品確法を推進する上では、受注者はもとより発注者の技術力も不可欠なことから、自治体の技

術力の向上を支援するため、これまで取り組んできた「直轄工事検査への臨場立会研修」「技術

マネジメント研修」について、平成 19 年度も継続して取り組むとともに、要請があれば「技術

検査講習会（仮称）」や総合評価方式に対する講習会を自治体支援として実施します。 

   【平成 19 年度 取組み方針】 

 ①全市町村において最低１件の総合評価方式の試行を目指す。 

②技術的な基準（監督基準（要領）、検査基準（要領）、工事成績評定要領）が未整備となってい

る地方自治体については、段階的に解消する。 

③１の目標を達成するために必要な支援を、協議会及び各県の部会を通じ積極的に行う。 

 ○市町村への説明 

 ○市町村が行う委員会への参画 など 

④各市町村における総合評価方式の導入に向けた、工事成績データベース化などの環境整備の状

況を考慮し、運用については、柔軟に対応する。 

 

補助事業等における公共工事の品質確保 

 地方公共団体発注の公共工事の品質確保に関する総合評価方式の実施等の取組の費用に対して

は、測量及び試験費による支弁が可能です。（平成１８年４月１９日 官房長通知「平成１８年度

における国土交通省直轄事業の入札及び契約に関する事務の執行について」） 

公共工事発注者支援機関・支援技術者 

  

 

 

 

 

 

公共工事の発注者責任協議会 国、県、市町村 

発注機関の責務（品確法第６条） 
・発注関係事務を適切に実施 
・資料の保存に関し必要な措置 

認定機関の周知
支援機関認定制度 

支援技術者認定制度 
・支援技術者認定試験 
・支援技術者認定講習会 

技術相談 
・職員の配置その他の体制の整備 

支援要請 総合評価方式による

入札・契約手続き 
 

認
定 

（委託発注）
 

 

「総合評価委員会」

公共工事の品質確保  

 

 

 

 

 

 

 

業務の実施発注者支援機関 

 ○土木［5機関、168人］ 

(財)新潟県建設技術センター 
人的支援 ・設計・積算補助 

・技術審査補助 
(財)富山県建設技術センター 

(社)石川県建設技術センター 
第三者機関
･技術評価 
･苦情処理 

・監督補助 
・検査補助 (財)港湾空港建設技術ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 

(社)北陸建設弘済会 

 



「公共工事の品質確保の相談窓口」 
 

「公共工事の品質確保の促進に関する法律」に関する施策を総合的に推進するために公共工事の発注者

責任協議会では、国土交通省北陸地方整備局、新潟県、富山県、石川県の連携のもと、次の窓口を設置

し、発注者を支援します。 
 

URL     http://www.hrr.mlit.go.jp/gijyutu/hinkaku/top.html 

e-mail  hinkaku@hrr.mlit.go.jp 
北陸地方整備局窓口 

県窓口 

新潟県 土木部 技術管理課 025-285-5511 新潟市中央区新光町 4 番地 1 

富山県 土木部 企画用地課 076-431-4111 富山市新総曲輪 1 番 7 号 

石川県 土木部 技術管理課 076-225-1111 石川県金沢市鞍月１丁目 1 番地 

 

＊ このパンフレットについてのお問い合わせは以下にお願いします ＊ 

 

公共工事の発注者責任協議会事務局 国土交通省 北陸地方整備局 企画部 技術管理課 
〒950-8801 新潟県新潟市中央区美咲町 1-1-1 Tel 025-280-８880 

 

相 談 窓 口  

 事 務 所 等 
電 話（代表） 内 線 担 当 

所  在  地 

3311 課 長  

北陸地方 
北陸地方整備局 

企画部 技術管理課 
025-280-8880

3314 課長補佐
新潟市中央区美咲町1-1-1 

羽越河川国道事務所 0254-62-3211 204・205 副所長 岩船郡荒川町大字藤沢字前坪27-1 

新潟国道事務所 025-244-2159 204・205 副所長 新潟市中央区南笹口2-1-65 

信濃川下流河川事務所 025-266-7131 204 副所長 
 

新潟市中央区文京町14-13 
 

北陸技術事務所 025-231-1281 204・205 副所長 新潟市西区山田2310-5 

阿賀野川河川事務所 0250-22-2211 204 副所長 新潟市秋葉区南町14-28 

信濃川河川事務所 0258-32-3020 204・205 副所長 長岡市信濃1-5-30 

長岡国道事務所 0258-36-4551 204・205 副所長 長岡市中沢4-430-1 

湯沢砂防事務所 025-784-2263 204 副所長 
 

南魚沼郡湯沢町大字神立23 
 

新潟県 

高田河川国道事務所 025-523-3136 204・205 副所長 上越市南新町3-56 

黒部河川事務所 0765-52-1122 204 副所長 
 

黒部市天神新173 
 

富山河川国道事務所 076-443-4701 204・205 副所長 富山市奥田新町2-1 

立山砂防事務所 076-482-1111 204 副所長 
 

中新川郡立山町芦峅寺字ブナ坂61 
 

富山県 

利賀ダム工事事務所 0763-33-4701 204 副所長 
 

砺波市太郎丸1-5-10 
 

石川県 金沢河川国道事務所 076-264-8800 204・205 副所長 金沢市西念4-23-5 

飯豊山系砂防事務所 0238-62-2566 204 副所長 
 

西置賜郡小国町大字小国小坂町3-48
 

山形県 

横川ダム工事事務所 0238-62-5307 204 副所長 
 

西置賜郡小国町大字岩井沢523-1 
 

福島県 阿賀川河川事務所 0242-26-6441 204 副所長 
 

会津若松市表町2-70 
 

千曲川河川事務所 026-227-7611 204 副所長 
 

長野市鶴賀字峰村74 
 

長野県 

松本砂防事務所 0263-33-1115 204 副所長 
 

松本市元町1-8-28 
 

岐阜県 神通川水系砂防事務所 0578-82-1220 204 副所長 
 

飛騨市神岡町殿316-2 
 

平成 19 年 7 月作成

この紙は再生紙を使用しています
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